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鬼北町保育業務支援システム導入運用業務プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の概要 

(1) 業務名 

    鬼北町保育業務支援システム導入運用業務 

 

 (2) プロポーザルの目的 

    鬼北町保育業務支援システム導入運用業務プロポーザル（以下「プロポーザル」と

いう。）は、保育業務支援システムの導入により、利用者の利便性を向上させるとと

もに、職員の事務負担の軽減や作業の省力化を図り、保育業務に専念できる環境を整

備すること及び保育の質の向上を図ることを目的とする。 

 (3) 委託業務場所 

施設名 所在地 

きほくの里保育園 鬼北町大字近永 1418番地 1 

 

 (4) 業務内容 

    別紙「鬼北町保育業務支援システム導入運用業務仕様書」を参照のこと。 

 

 (5) 委託期間 

    契約締結日から令和10年10月31日とする。 

 

 (6) 提案限度額 

    システム導入費用    1,400,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    システム利用料（月額）   90,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    ※システム構築及び操作研修等の初期導入費用を含むこと。 

    ※システム利用料には、インターネット回線の使用料も含むこと。 

    ※この金額は、契約（予定）金額を示すものではない。 

 

２ スケジュール 

 スケジュール項目 予定日程 

１ プロポーザル実施公告 令和５年８月 ７日（月曜日） 

２ 実施要領に関する質問書の提出期限 令和５年８月１４日（月曜日） 

３ 実施要領に関する質問書の回答 令和５年８月１７日（木曜日）予定 

４ 参加表明書等の提出期限 令和５年８月２２日（火曜日） 

５ 第一次審査（書類審査） 令和５年８月２５日（金曜日）予定 

６ 企画提案書等の提出期限 令和５年９月 １日（金曜日） 

７ 第二次審査（プレゼンテーション等） 令和５年９月 ８日（金曜日）予定 

８ 審査結果通知 令和５年９月１３日（水曜日）予定 

※上記日程は、都合により変更することがある。 
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３ 参加資格及び制限 

  プロポーザルに参加する事業者（以下「参加者」という。）は、次の資格を全て満た

さなければならない。 

 (1) 令和５・６年度鬼北町物品購入等入札参加資格審査申請書を提出している者のう

ち、令和５年８月７日現在で鬼北町物品購入等入札参加資格者選定要綱（平成１７年

鬼北町訓令第４２号）に基づく競争参加資格の認定を受け、入札参加資格者名簿に登

載されていること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

こと。 

 (3) 本業務の公募を開始する日から契約締結日までのいずれかの日においても、鬼北町

からの指名除外を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社

更生法（昭和２７年法律第７２号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。 

 (5) 鬼北町暴力団排除条例（平成２３年鬼北町条例第１４号）第２条に規定する暴力

団、暴力団員、暴力団員等でない者又はそれらに関与していない者であること。 

 (6) プロポーザルにおいて、他の参加者の協力者（協力事務所）でないこと。 

  ※上記、参加資格の確認基準日は、参加表明書を提出した日とし、確認基準日以降、

提案書の提出の日までに参加資格を欠く事態に至った場合には、原則として失格と

する。 

 

４ 事務局（提出先及び問合せ先） 

    〒７９８－１３９５ 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永８００番地１ 

     鬼北町役場 町民生活課 児童施設整備係 

     電話番号 代表 ０８９５－４５－１１１１（内線２１１８） 

          直通 ０８９５－４５－１１１５（内線２１１８） 

     ＦＡＸ番号：０８９５－４５－１１１９ 

     メールアドレス：choumin@town.kihoku.ehime.jp 

 

５ 質問の受付及び回答 

 (1) 提出期限：令和５年８月１４日（月曜日） 午後５時１５分まで 

 (2) 提出方法：質問書（様式第１号）に質問事項を箇条書きで記載し、電子メールで提

出すること。 

 (3) 宛  先：メールアドレスは「４ 事務局（提出先及び問合せ先）」を参照のこ

と。 

 (4) 件  名：送信の件名は、「プロポーザル 質問書（事業者名）」とすること。 

 (5) 到達確認：送信後には必ず電話にてメール到達の確認を行うこと。 

         電話番号 代表 0895-45-1111（内線2118） 

              直通 0895-45-1115（内線2118） 
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 (6) 回答方法：令和５年８月１７日（木曜日）（予定）に、質問者名を伏せて鬼北町ホ

ームページに掲載する。 

 

６ 参加表明書等の提出 

参加者は、以下の提出書類を期限までに提出すること。 

  (1) 提出書類 

①参加表明書（様式第２号） 

②実績報告書（様式は任意） 

・過去５年間において本業務と類似した業務の実績がある場合は、実施年度、発 

注者名、実施施設数等を記載すること。 

③会社概要（会社の沿革及び組織等を記載したパンフレット等） 

④企画提案書（様式は任意） 

・Ａ４判用紙、横書き、左綴りとし、ページ番号をつけること。 

・委託事業者選定基準（別表第１）の項目１～８について、項目ごとに記載するこ

と。なお、項目８については任意とする。 

・機能要件について、対応可否欄等に記入し、添付すること。 

⑤参考見積書（様式第３号） 

・各年度の金額がわかるようにすること。 

・取引に係る消費税及び地方消費税を含めた金額を記入すること。 

(2) 提出期限 

   参加表明書関係（(1)①～③） 令和５年８月２２日（火）午後５時１５分まで 

   企画提案関係（(1)④、⑤）  令和５年９月 １日（金) 午後５時１５分まで 

(3) 提出方法：郵送又は持参。 

 提出先・宛先は「４ 事務局（提出先及び問合せ先）」を参照のこと。 

     ※持参の場合は、土曜・日曜・祝日及び閉庁時間は受付不可。郵送の場合は、

提出期限厳守。 

(4) 提出部数 

①～③、⑤ 各１部 

④ 11部（正本１部及び副本10部） 

 

７ 選定方法 

(1) 選定委員会の設置 

審査は、鬼北町保育業務支援システム導入運用業務プロポーザル審査委員会（以下

「審査委員会」という。）で行う。 

(2) 第二次審査 

①実施日（予定） 

    ・令和５年９月８日（金）（詳細は別途通知する。） 

②実施場所 

・鬼北町立近永公民館２階講堂（詳細は別途通知する。） 
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   ③実施方法 

・１参加者当たり４０分以内とし、その内冒頭３０分は参加者による提案書のプ

レゼンテーションを受け、残り１０分で審査委員会によるヒアリングを行う。 

   ④出席人数 

    ・当日の出席者は３名以内とする。 

 (3) 審査及び選定 

   ・審査委員会において受託事業者選定基準（別表第１）に基づき採点し、最も点数

の高かった事業者を受託候補者とする。なお、最高点の者が複数あるときは、そ

のうち見積書の金額が一番低い者を受託候補者とする。 

   ・参加者が１者のみの場合であっても審査を実施し、各審査委員の評価点の平均点

が60点以上であれば受託候補者とする。 

 (4) プレゼンテーション留意事項 

①プレゼンテーションは原則、鬼北町保育業務支援システム導入運用業務に担当と

して携わる予定の者が行う。 

②資料は事前に提出のあった提案書等を使用し、追加資料は受け付けない。 

③当日は、プロジェクター及びスクリーンのみ事務局で用意する。プロジェクター

を使用する場合は事前に事務局まで申し出ること。プレゼンテーションにパソコン

その他の機器等が必要な場合は参加者が用意すること。プロジェクターまでの接続

コードは参加者が持参すること。 

④提出した提案書の内容と著しく異なるプレゼンテーションは、評価の対象としな

い。 

 

８ 契約の締結 

  鬼北町は受託候補者として決定された者と契約の交渉を行うものとする。なお、辞退

その他の理由で契約できない場合は、次点者と契約の交渉を行う。 

(1) 最終的な契約内容及び契約金額については、審査後、受託候補者と鬼北町の間で提

案内容等を確認する場を設け、実施可能な業務内容について精査・調整の上、最終

的な仕様・契約金額を確定するものとする。 

(2) 契約する際の仕様については、提案内容及び協議内容を盛り込み作成するものとす

る。 

(3) 受託候補者特定後の契約手続きは、鬼北町契約規則（平成17年鬼北町規則第64号）

による。 

 

９ 失格条件 

  次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

(1) プロポーザルにおいて提出すべき書類（以下「提出書類」という。）について、実

施要領に示した提出方法及び提出期限を守らなかったとき。 

(2) 提出書類に虚偽の内容を記載したとき。 

(3) 正当な理由なく提出書類を提出しなかったとき。 



5 
 

(4) 第二次審査に参加しなかったとき。 

(5) 審査終了までの間に参加者が、「３ 参加資格及び制限」に規定する条件を欠くこ

ととなったとき。 

(6) 審査の公平性を害する行為があったとき。 

(7) その他審査委員会が社会通念に照らし失格にあたる事由があると認めたとき。 

 

10 その他留意事項 

(1) プロポーザルの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。 

(2) 参加者１者につき１提案とする。 

(3) 提出書類の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨並びに日本国

の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位に限る。 

(4) 提出後の提案書等の修正等は、提出期限内においてのみ可能とする。 

(5) 提出書類は、返却しない。 

 (6) 提案書は、受託候補者決定に係る作業等に必要な範囲において、無償で使用（複

製、転記又は転写をいう。）することができるものとする。ただし、参加者の承諾

なしで、外部への公開及び配布は行わない。 

(7) 参加者は、実施要領に定める諸条件に同意した上で、プロポーザルへの参加を表明

すること。 

(8) 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせることはできない。ただ

し、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。 

(9) 選定結果についての不服及び異議申立ては認めない。 


